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投資法人債の発行に関するお知らせ
 
 
リプラス・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 19 年 11 月 5 日に開催

した役員会における「投資法人債の発行に関する包括承認」に基づき、本日、社債等の振替に関する法律

（以下「社振法」といいます。）による投資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

1. 投資法人債の名称 

リプラス・レジデンシャル投資法人第 2回無担保投資法人債 

（投資法人債間限定同順位特約付） 

（以下、「本投資法人債」といいます。） 

 

2. 投資法人債の総額 

金 40 億円 

 

3. 社振法の適用 

本投資法人債は社振法の適用を受け、本投資法人債の投資法人債券は発行しません。 

 

4. 払込金額（発行価格） 

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 

 

5. 償還金額 

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 

 

6. 利率 

年 2.04％ 

 

7. 各投資法人債の金額 

1 億円 

 

8. 募集方法 

一般募集 

 



 

9. 申込期間 

平成 19 年 11 月 13 日 

 

10. 払込期日 

平成 19 年 11 月 19 日 

 

11. 担保及び保証の有無 

本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために留保されている資産は

ありません。 

 

12. 償還期限及び償還の方法 

① 本投資法人債の元金は、平成 21 年 11 月 19 日にその総額を償還します。 

② 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも

これを行うことができます。 

 

13. 利払期日 

毎年 5月 19 日及び 11 月 19 日 

 

14. 財務上の特約 

担保提供制限条項が付されています。 

 

15. 取得格付 

Ａ-（株式会社格付投資情報センター） 

 

16. 振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

 

17. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

 

18. 引受証券会社 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 

 

19.資金使途 

 特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みま

す。）第 2条第 1項における意味を有します。）の取得資金に充当する予定です。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 
＊ 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 
＊ 本投資法人のホームページアドレス： http://www.re-plus-ri.co.jp 

 


